
電池駆動の計量器交換検討のお願い 

検針時に電池マークが点灯している場合、電池切れのサインです。
次回の検針では計量できない可能性があります。

ご使用いただいている管理用メーター、交換時期はいつですか？

電池電圧低下

羽根車式

電池電磁TM表示部

電子式表示部

※電池駆動の計量器は、防水構造（IP68）のため電池交換ができない構造となっております。 
　定期的な交換（8年を推奨）でゆとりあるご使用をお勧めします。

電池式隔測表示器も放っておくと
電池が切れてしまいます。

「証明用」も検定対象です
公や他社に対して、水の計量値が事実であることを表明するために
用いる計量器は検定の対象となります。

交換するときは！
銘板に記載されている型式や口径をご連絡ください。

放置しておくと・・・

検針時
電池消耗による表示消え

このマークが出たら、早めの交換を‼

●電池電磁式
・ 電子部品の劣化（8年以上の使用の場合）
・ 電極に異物が付着するなど
　性能維持に影響があります。

●羽根車式
・ 可動部の摩耗 
・ 長年蓄積された不純物の混入など
   正しく計量できないことがあります。

銘板

長期間ご使用の場合

検定有効期間を過ぎて
いたら要注意
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ご注意
・ 水道メーターは計量法の規定により分解、清掃はできません。
・ どの方式も高感度を保つために羽根車の周りのクリアランスは小さく、異物が入ると回転できなくなることがあります。 ネジ山確認シート ▶

「量水器」と
呼ばれること
もあります。

横型軸流羽根車式は
耐久性向上により
電磁タイプへ移行

・取引／証明用
・特定計量器
・検定付き
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一般家庭用（13,20mm）

水道メーターの主流

※「たて型」や「横型」は
羽根車に当たる水流
の向きであって、メー
ターの取付方向を示
すものではありませ
ん。羽根車式の場合
は、メーターを水平に
取付けてください。

水道メーターは、用途や使用流量などによ
り計量方式が異なります。

取引/証明用に使用される水道メーター
は、検定有効期限が決められており、8年
を超えての使用はできません。

交換義務のない管理用メーターでも計量
性能を維持するため、定期的な交換を推
奨します。

水道メーターの分類（計量方式別）

水道メーターの構造

接線流羽根車式
複箱型

接線流羽根車式
単箱型

たて型軸流
羽根車式
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北 海 道 支 店
釧 路 営 業 所
東 北 支 店
青 森 営 業 所
北東北営業所
秋 田 営 業 所

☎011-783-0505
☎0154-24-3111
☎022-227-1535
☎017-742-4379
☎019-625-2094
☎018-896-5980

福 島 営 業 所
北 関 東 支 店
新 潟 営 業 所
長 野 営 業 所
東 京 支 社
さいたま営業所

☎024-545-3411
☎0277-46-2271
☎025-285-5131
☎026-295-2001
☎03-6258-5322 
☎03-5961-2861

千 葉 営 業 所
神奈川営業所
静 岡 営 業 所
名 古 屋 支 店
北 陸 営 業 所
大 阪 支 店

☎043-307-1477
☎046-233-1725
☎054-254-2055
☎052-212-8083
☎076-232-5610
☎06-4308-8509

中 四 国 支 店
岡 山 営 業 所
四 国 営 業 所
九 州 支 店
鹿児島営業所
沖 縄 営 業 所

☎082-263-1971
☎086-241-8511
☎087-861-2330
☎092-633-2811
☎099-214-4610
☎098-867-4855

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1（西新宿三井ビル）
URL：https://ak.azbil.com/


